
市町村地域防災計画の修正協議                 

　平成 16 年２月の防災会議から現在までの間に、災害対策基本法第 42 条第

３項により県に協議のあった市町村地域防災計画について、静岡県防災会議

運営要領第５条第１項第４号の規定に基づき次のとおり専決処分したので、

同条第２項により報告するものである。

１　一般対策編（５市２町１村）

市町村名 専決処分日 市町村名 専決処分日

裾野市 平成16年３月10日 豊岡村 平成16年４月16日

浜松市 平成16年３月11日 沼津市 平成16年４月20日

浜北市 平成16年３月11日 菊川町 平成16年５月13日

静岡市 平成16年３月22日 福田町 平成16年６月29日

＜主な修正事項＞

　・土砂災害防止法施行に伴う総合的な土砂災害対策の推進についての修正

　・ボランテｲア活動の支援及びボランティア活動経費の確保についての修正

２　地震対策編（５市３町１村）

市町村名 専決処分日 市町村名 専決処分日

裾野市 平成16年３月10日 沼津市 平成16年４月20日

浜松市 平成16年３月11日 菊川町 平成16年５月13日

静岡市 平成16年３月22日 福田町 平成16年６月29日

韮山町 平成16年４月16日 浜北市 平成16年６月30日

豊岡村 平成16年４月16日

＜主な修正事項＞

　・「東海地震注意情報発表時」の応急対策についての修正

　・民間事業所等の地震防災応急対策の実施内容についての修正


